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【手続補正書】
【提出日】平成26年6月30日(2014.6.30)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導電性の支持体と、表面層である弾性層とを有する帯電部材であって、
　該弾性層は、電子線の照射によって硬化された領域を表面に有しており、
　該硬化された領域は、球状粒子を該弾性層の表面に露出した状態で支持し、それにより
該表面が粗面化されており、
　該球状粒子は、球状シリカ粒子、球状アルミナ粒子および球状ジルコニア粒子からなる
群から選ばれる少なくとも一つの球状粒子であることを特徴とする帯電部材。
【請求項２】
　前記球状粒子の長さ平均粒子径が２μｍ以上、８０μｍ以下である請求項１に記載の帯
電部材。
【請求項３】
　前記弾性層が単層であって、かつ、唯一の弾性層であり、該弾性層の厚みが０．８ｍｍ
以上、４．０ｍｍ以下である請求項１または２に記載の帯電部材。
【請求項４】
　前記弾性層における硬化された領域の厚みが、前記球状粒子の長さ平均粒子径の０．５
倍以上である請求項２または３に記載の帯電部材。
【請求項５】
　前記弾性層における硬化された領域の厚みが、前記球状粒子の長さ平均粒子径以上、２
００μｍ以下である請求項４に記載の帯電部材。
【請求項６】
　前記弾性層が、前記弾性層における硬化された領域を、前記弾性層の表面部分のみに有
する請求項１～５の何れか一項に記載の帯電部材。
【請求項７】
　請求項１に記載の帯電部材の製造方法であって、
（１）前記支持体上に、前記球状粒子を含むゴム層を形成する工程と、
（２）該ゴム層の表面を研摩して該球状粒子の一部分を露出させる工程と、
（３）該工程（２）によって得た、該球状粒子の一部分が露出した該ゴム層の表面に電子
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線を照射することによって、表面を硬化させて前記弾性層を形成する工程と、
を含むことを特徴とする帯電部材の製造方法。
【請求項８】
　請求項１～６の何れか一項に記載の帯電部材と、
　該帯電部材に接触配置され、該帯電部材によって帯電可能な被帯電体と、を有すること
を特徴とする電子写真装置。
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